高知県微小粒子状物質（PM2.5）注意喚起に関する要綱
（目的）

第１条　この要綱は、「微小粒子状物質（PM2.5）に関する「注意喚起のための暫定的な指針」に係る判断方法の改善について（平成25月11月28日付け環水大大発第1311281号）」に基づき、微小粒子状物質（以下「PM2.5」という。）の濃度上昇が発生した場合の対応について必要な事項を定め、県民の健康保護と生活環境の保全を図ることを目的とする。
（状況の把握）

第２条　知事は、大気汚染状況の把握に適した場所（以下「測定局」という。）において、PM2.5に関する測定を実施するものとする。

２　知事は、高知市の協力を得て、高知市内のPM2.5に関する状況を把握するものとする。

（対象地域及び注意喚起実施地域）

第３条　この要綱の対象地域及び注意喚起の実施地域は高知県全域とする。

（注意喚起の判断基準）

第４条　注意喚起は、知事が別表１の基準により行うものとする。

（注意喚起の措置等）

第５条　知事は、注意喚起を行うときは、別表２（連絡系統図）により、関係機関に連絡するとともに、報道機関等の協力を得て、一般への周知を図るものとする。

（関係機関との連絡）

第６条　この要綱の実施にあたっては、別表２に掲げる関係機関との連絡を密にし、適正な運用を図るものとする。

（その他）
第７条　この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関して必要な事項は別に定める。

付　則

　この要綱は、平成２５年１２月５日から実施する。

別表１　注意喚起の判断基準
	対象事象
	判断基準（①または②）
	注意喚起の対象地域

	大気中のPM2.5濃度の１日平均値が70μg/m3を超えると予想される場合
	①測定局のいずれかで、午前5時から7時までの1時間値の平均値が85μg/m3を超えた場合
	高知県全域

	
	②測定局のいずれかで、午前5時から12時までの1時間値の平均値が80μg/m3を超えた場合
	


ただし、注意喚起の実施にあたっては以下の点に留意する。
・近隣県の状況等、周辺状況の把握・情報収集を行い判断する。

・測定機器の故障等による一時的な濃度上昇と判断される場合は除く。
・注意喚起は、当該日午後12時まで適用し、翌日は別に判定するものとする。
